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  策定にあたって 
１ 計画策定の趣旨 

平成 13(2001)年 12 月に施行された「文化芸術振興基本法（現：文化芸術基本

法）」では、地方公共団体は、その地域の特性に応じた文化芸術の振興のために必

要な施策の推進を図るよう努めるものとされ、本市でも平成 23(2011)年 3 月に最初

の文化芸術の振興計画である「川越市文化芸術振興計画」を策定しました。 

平成 28(2016)年 3 月には、引き続き本市の文化芸術の施策を計画的かつ継続

的に推進するため「第二次川越市文化芸術振興計画」を策定しました。 

第三次となる今回の川越市文化芸術振興計画は、前計画での施策の成果や市

民意識調査の結果などを踏まえ、現状や課題を再点検し、今後の本市の新たなる

文化芸術振興計画として策定するものです。  

 

 

２ 計画の位置付け 
本計画は本市の文化芸術振興についての方向性を明らかにし、総合的かつ計

画的に施策を推進するための計画です。 

「第四次川越市総合計画」を上位計画とする個別計画として位置づけられ、策定

にあたっては、「文化芸術基本法」をはじめとする国の関連する法律・計画や、埼玉

県の条例・計画の理念を踏まえるとともに、本市の「川越市教育振興基本計画」や

「川越市生涯学習基本計画」などの関連計画等と整合を図ります。 

   

本市は、市民と行政にとって、まちづくりを進める指針となる「川越市総合計画」を

策定しています。また、この総合計画の下位計画として、分野別に個別計画が策定され

ています。 

「川越市文化芸術振興計画」は文化行政の分野の個別計画になりますが、文化芸術施

策に関連の深い、教育に関する取組や、観光分野等の取組は、それぞれ、担当部署によ

り個別計画が策定され、様々な施策が展開されています。 

文化芸術基本法では「文化芸術の振興だけでなく、観光・まちづくり・国際交流・福

祉・教育・産業その他の文化芸術に関連する分野の施策も新たに本法の範囲に取り込む」

としています。 

法の趣旨を踏まえ、他部署の個別計画で進行管理されている施策と整合性を図りなが

ら、連携して文化芸術施策を推進していきます。 
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３ 計画の期間 
本計画の期間は、令和 3(2021)年度から令和 7(2025)年度までの 5 年間としま

す。 

 

 

 

         

 

４ 計画の対象となる文化芸術 
「文化芸術」とは、音楽や美術といった、いわゆる「芸術」のみを対象とするもので

はなく、伝統芸能や生活文化などを含み、その範囲は多分野にわたっています。 

本計画で対象とする文化芸術は、文化芸術基本法との整合性を踏まえ、同法第

8 条から第 13 条に規定されているものとします。 

 

≪文化芸術基本法より≫ 

① 芸術（文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術） 

② メディア芸術（映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器を

利用した芸術） 

③ 伝統芸能（雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸

術） 

④ 芸能（講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能） 

⑤ 生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化） 

⑥ 国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民的娯楽） 

出版物等（出版物及びレコード等） 

文化財等（有形及び無形の文化財並びにその保存技術） 

⑦ 地域における文化芸術（各地域の文化芸術の公演、展示、芸術祭、地域固有の

伝統芸能、地域の人々によって行われる民俗的芸能） 

 

 

  

第二次川越市文化芸術振興計画 第三次川越市文化芸術振興計画 
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  現状と課題 
１ 文化行政を巡る環境 
（1） 国の動向（関係法令等の改正・制定） 

① 文化芸術基本法（文化芸術振興基本法）の改正 

平成 29(2017)年 6 月に「文化芸術振興基本法」が改正され、名称も「文

化芸術基本法」と改められました。 

この改正は、文化固有の意義と価値を尊重しつつ、文化振興にとどまら

ず、観光・まちづくり・国際交流・福祉・教育・産業その他の関連分野に

おける施策も新たに法の範囲に取り込むとともに、文化芸術により生み出

される様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用・循環させ、文

化芸術立国の実現を目指すために行われたものです。その基本理念で、文

化芸術に関する施策の推進にあたっては、年齢、障害の有無又は経済的な

状況にかかわらず等しく文化芸術の鑑賞等ができる環境の整備が図られな

ければならないとしています。 

新たに、国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者

その他の関係者は、法の基本理念の実現を図るために、相互に連携を図り

ながら協働することが努力義務となりました。 

この法律の規定に基づき、文化に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、平成 30(2018)年 3 月に「文化芸術推進基本計画」（第 1 期）“－

文化芸術の「多様な価値」を活かして、未来をつくる－”が策定されまし

た。（計画期間：平成 30（2018）年度～令和 4（2022）年度） 

 

② 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の制定 

平成 30(2018)年 6 月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」

が施行されました。この法律では、文化芸術活動を通じた障害者の個性と

能力の発揮および社会参加の促進を図ることを目的に障害者の文化芸術の

推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくこととしています。 

地方公共団体は、障害者による文化芸術活動の推進に関し、国との連携

を図りつつ、自主的かつ主体的にその地域に応じた施策および実施する責

務を有することとなりました。 

 

③ 文化財保護法の改正 

平成 30(2018)年 6 月に、文化財保護法が一部改正され、平成 31(2019)年

4 月から施行されました。 

この改正は、過疎化・少子高齢化等の社会状況の変化を背景に、各地の貴重

な文化財の滅失・散逸等の防止が緊急の課題となる中、これまで価値付けが明

確でなかった未指定を含めた有形・無形の文化財をまちづくりに活かしつつ、文
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化財継承の担い手を確保し、地域社会総がかりで取り組んでいくことのできる体

制づくりを整備するため、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、

地方文化財保護行政の推進力の強化を図るために行われたものです。 

 

（2） 埼玉県の動向 

埼玉県では、平成 21(2009)年 7 月、文化芸術振興の基本理念や県の責務を定

めた「埼玉県文化芸術振興基本条例」を施行し、同条例第 4 条の規定に基づきこれ

までに 2 回の「埼玉県文化芸術振興計画」を策定し、文化芸術振興施策の総合的

かつ計画的な推進を図ってきました。 

令和 3(2021)年度から令和 7（2025）年度を計画対象とする第 3 期埼玉県文化芸

術振興計画では、条例の目的にある「文化芸術で心豊かな県民生活と活力ある社

会の実現」を目指しています。 

主要な施策として「文化芸術活動が行える基盤の整備・充実」、「埼玉らしい文化

芸術の継承・創造と情報発信」、「文化芸術の担い手の育成・支援」、「文化芸術で

地域の活性化」を掲げています。 

 

（3） 文化芸術を取り巻く社会情勢 

① 少子高齢化やグローバル化の進行 

人口減少社会が到来し、特に地方においては過疎化や少子高齢化等の影

響、都市部においても単身世帯の増加等の影響により、地域コミュニティ

の衰退と文化芸術の担い手不足が指摘されています。 

また、グローバル化の進展に伴い、国境を越えた相互交流が進む中で、

文化芸術による対話や交流の重要性とともに、それを世界へ発信すること

で国内外の文化的多様性や相互理解を促進していくことの重要性が一層高

まっています。 

 

② 情報通信技術・デジタル技術の発達と活用 

インターネット等の情報通信技術の急速な発達・普及は私たちの生活に

大きな利便性をもたらせました。近年では SNS(※1)や動画共有サイトなど

の急速な広まりにより、誰もが情報を発信・受信できるようになり、デジ

タル技術を用いた交流が盛んに行われるようになってきました。 

情報化の進展に伴い、発信力の強化や、文化芸術活動が身近で親しみや

すいものとなるよう、迅速かつわかりやすい情報提供が一層求められてい

ます。 

 

………………………………‥ 

1 SNS：Social Networking Service の略。Twitter や Facebook などに代表される、人と人とのつながり

を促進・サポートする、コミュニティ型のウェブサイトのこと。 
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③ 新型コロナウイルス感染症の影響 

新型コロナウイルス感染症は文化芸術分野にも大きな影響を及ぼしまし

た。令和 2 年夏に開催が予定されていた東京 2020 オリンピック・パラリン

ピック競技大会は 1 年延期となり、文化芸術に関わる公演や展示会等のイ

ベントも、多くが中止となりました。 

こうした動きがみられる一方、新しい試みとして、舞台上でのソーシャ

ルディスタンスを保った演者たちの配置やオンラインでの動画配信など、

新たな表現や発信方法の模索が行われています。 

今後も、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策を意識した「新しい

生活様式」に対応した文化芸術活動の取り組みや、新たな表現・発信方法

を取り入れた文化芸術活動を推進していくことが求められています。 
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２ 本市の現状と課題について 
（1） 少子高齢化の進行 

本市の人口は、令和 2(2020)年時点で 353,301 人ですが、計画期間が終了する

令和 7(2025)年には 355,494 人となり、約 2,200 人の微増となることが見込まれ、そ

の後、令和 10 年（2028）をピークに減少に転じると推計されています。 

年齢別では、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口が横ばい傾向で推移する一方

で、14 歳以下の年少人口が減少し、65 歳以上の高齢者人口が緩やかに増加する

ことが見込まれています。 

少子高齢化の進行は、地域に根付く文化芸術の担い手不足や、地域コミュニティ

の衰退などの要因として指摘されています。 

こうしたことから、少子高齢化の進行に対応した、文化芸術の担い手の育成や、

文化芸術を通じて地域コミュニティの活性化を推進していく取組を進めていくことが

求められます。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 川越市の人口推計結果 

 

出典：川越市住民基本台帳人口（各年 1月 1日） 

令和 3年以降は市推計 
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0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

平成28年 29年 30年 31年 令和2年 3年 4年 5年 6年 7年

0-14歳 15-64歳 65歳以上 合計

実績値 推計値 
（人） 



8 
 

（2） 市民の文化芸術に関する意識調査 

文化芸術に関する市民意識を把握するため、令和元(2019)年に「文化芸術振興

および生涯学習に関する意識調査」(※2)(以下「意識調査」という)を行いました。 

今回の意識調査の調査結果や経年結果を分析することで、（前回意識調査は平

成 26（2014）年度に実施）今後、本市が取り組むべき課題が浮かび上がりました。 

以下に、関連深い設問についての調査結果を示します。 

 

問１ あなたは、この１年間（平成 30 年８月～令和元年７月）に下記の演目等に関する

公演や展示会等を鑑賞しましたか。（○はいくつでも）（ｎ＝1,338） 

１．クラシック音楽（15.0）２．ポピュラー音楽（22.4）  ３．美術（21.4） 

４．演劇（6.0） ５．オペラ・ミュージカル（7.1）６．バレエ・ダンス（5.7） 

７．日本舞踊（1.7） ８．歌舞伎・能・狂言（3.2） ９．邦楽（3.4） 

10．民俗芸能（4.5） 11．落語・演芸（6.4） 12．映画・映像（41.0） 

13．茶道・華道（3.8） 14．文芸（2.1） 

15．文化財（博物館や川越まつり会館の見学を含む）（31.8） 

16．その他（                            ）（1.6）

17．鑑賞していない、鑑賞できなかった（32.0） 

※各選択肢に続く数値は回答結果（％）を表しています。 

 

◆演目について 

クラシック音楽 管弦楽、吹奏楽、器楽などによる、西洋の芸術音楽 

ポピュラー音楽 ジャズ、ロック、ポップス、フォーク、歌謡曲、演歌などの大衆的な音楽

美術 絵画、工芸、写真、書道などの芸術 

邦楽 琴、三味線、尺八など、日本固有の伝統音楽 

民俗芸能 獅子舞、万作、祭囃子、民謡など、各地域で受け継がれている芸能 

演芸 漫談、浪曲、お笑い、マジックなどの芸能 

文芸 文学、詩、俳句など言語によって表現される芸術 

 

鑑賞した演目等で最も多かったのは「映画・映像」で 41.0％を占めております。一

方、「鑑賞していない、鑑賞できなかった」が次いで 32.0%と多く、前回調査時と比

較し 7.3 ポイントも鑑賞の機会を持てなかった人が増加しています。  

………………………………‥ 
2 文化芸術振興および生涯学習に関する意識調査：市民の文化活動の状況と文化に関する考え方等を把握

するため、令和元(2019)年に、満 18 歳以上の市民 3,000 人を無作為に抽出して、アンケート調査を行

ったもの。有効回収数：1,338 件、有効回収率 44.6％ 
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（表１）この一年間で鑑賞した公演や展示会等の演目等 

令和元年度調査 （回答者数 = 1,338)

平成26年度調査 （回答者数 = 1,576)

平成20年度調査 （回答者数 = 1,367)

系列1

％

映画・映像

文化財（博物館や川越まつり会

館の見学を含む）

ポピュラー音楽

美術

クラシック音楽

オペラ・ミュージカル

落語・演芸

演劇

バレエ・ダンス

民俗芸能

茶道・華道

邦楽

歌舞伎・能・狂言

文芸

日本舞踊

41.0

31.8

22.4

21.4

15.0

7.1

6.4

6.0

5.7

4.5

3.8

3.4

3.2

2.1

1.7

－

48.3

36.1

19.1

25.6

13.8

6.6

7.9

8.2

5.3

5.8

3.4

3.9

4.8

3.1

1.4

46.6

39.5

16.3

26.6

14.1

8.4

8.0

11.0

5.6

7.9

12.4

2.5

5.5

4.4

3.7

0 10 20 30 40 50

鑑賞していない、鑑賞できな

かった

無回答

32.0

0.7

24.7

1.4

26.6

0.0
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問１で、『17．鑑賞していない、鑑賞できなかった』と答えた方におたずねします。 

問３ その最も大きな理由１つに○をつけてください。（ｎ＝428） 

１．興味がない（22.9） 

２．興味はあるが時間がとれない（32.0） 

３．近くで観たい催し物をやっていない（9.6） 

４．どこでどんな催し物をやっているのかわからない（13.6） 

５．入場料や交通費などの費用がかかりすぎる（7.7） 

６．その他（                            ）（12.6） 

＜無回答＞（1.6） 

 

『鑑賞していない、鑑賞できなかった』理由としては、「興味はあるが時間がとれな

い」が 32.0%で一番多く、次いで「興味がない」が 22.9％、「どこでどんな催し物をや

っているのかわからない」が 13.6%となっています。 

興味があるが時間がとれない事を理由に鑑賞できていない人たちのために、短時

間でも鑑賞できる公演の実施や、オンデマンド方式のオンラインイベントの開催等、

ニーズに応えるような事業の実施が求められます。 

また、情報不足を理由にあげている人が多いことから、文化芸術情報発信をより

一層推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（表２）鑑賞していない、鑑賞できなかった理由 

興味がない

興味はあるが時間がとれない

近くで観たい催し物をやっていない

どこでどんな催し物をやっているのかわからない

入場料や交通費などの費用がかかりすぎる

その他

無回答

回答者数 = 428 22.9 32.0 9.6 13.6 7.7 12.6 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問４ 今後、下記の演目等の中で、鑑賞してみたい演目等はありますか。 

（○はいくつでも）（ｎ＝1,338） 

１．クラシック音楽（29.2）  ２．ポピュラー音楽（30.6）  

３．美術（23.9）   ４．演劇（17.2）   

５．オペラ・ミュージカル（28.7） ６．バレエ・ダンス（14.1） 

７．日本舞踊（3.7）   ８．歌舞伎・能・狂言（21.9）  

９．邦楽（9.6）   10．民俗芸能（5.6）  

11．落語・演芸（27.8）  12．映画・映像（44.4） 

13．茶道・華道（4.9）   14．文芸（2.5） 

15．文化財（博物館や川越まつり会館の見学を含む）（24.6） 

16．その他（                              ）（1.7） 

17．特にない（8.7） 

＜無回答＞（3.0） 

 

 

問１での『鑑賞していない、鑑賞できなかった』の回答は 32.0％でしたが、本問の

『今後鑑賞してみたい演目等』に対して「特にない」の回答は 8.7％です。このことか

ら、“現状は鑑賞していない、鑑賞できていないが、今後は何らかの演目等を鑑賞し

たいと思っている人”が多いと考えられます。特に「オペラ・ミュージカル」､「落語・演

芸」では現状よりも希望が 20 ポイント以上高くなっています。 

このことから、何らかの演目に関心があるものの、実際に「鑑賞する」という行動に

結びついていないこれらの人々に働きかけ、鑑賞を促すための仕組みづくりが求め

られます。 

初心者向けのわかりやすいイベントの開催や、安価な料金で鑑賞できるイベント

の実施、きっかけづくりとなる積極的な情報発信等を実施することで、潜在的に文化

芸術に関心を持っている人を実際に鑑賞することに結び付ける工夫が必要です。 
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（表３）この 1 年間で鑑賞した演目と、今後、鑑賞してみたい演目の比較 

鑑賞した演目 今後鑑賞したい演目 

回答者数 = 1,338 ％

映画・映像

文化財（博物館や川越まつり会

館の見学を含む）

ポピュラー音楽

美術

クラシック音楽

オペラ・ミュージカル

落語・演芸

演劇

バレエ・ダンス

民俗芸能

茶道・華道

邦楽

歌舞伎・能・狂言

文芸

日本舞踊

その他

無回答

鑑賞していない､鑑賞できなかった

（特にない）

41.0

31.8

22.4

21.4

15.0

7.1

6.4

6.0

5.7

4.5

3.8

3.4

3.2

2.1

1.7

1.6

32.0

0.7

44.4

24.6

30.6

23.9

29.2

28.7

27.8

17.2

14.1

5.6

4.9

9.6

21.9

2.5

3.7

1.7

8.7

3.0

0 10 20 30 40 50
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問５ あなたは、この１年間（平成 30 年８月～令和元年７月）に下記の演目に関して、

自ら活動した（演じる、作品を創る、習う）ものはありますか。（○はいくつでも）

（ｎ＝1,338） 

１．クラシック音楽（1.9）２．ポピュラー音楽（3.2） ３．美術（4.3） 

４．演劇（0.1） ５．オペラ･ミュージカル（0.3） ６．バレエ・ダンス（2.3） 

７．日本舞踊（0.6） ８．歌舞伎・能・狂言（0.1） ９．邦楽（0.5） 

10．民俗芸能（1.0） 11．落語・演芸（0.2） 12．映画・映像（1.0） 

13．茶道・華道（1.6） 14．文芸（1.0）   

15．その他（                      ）（3.5） 

16．自ら活動していない、活動できなかった（79.7）  

＜無回答＞（3.3） 

 

 

 

 

「自ら活動していない、活動できなかった」（79.7％）が最も多く、８割となっていま

す。また、前回調査時と比較すると、7.6 ポイント増加しています。 

このことから、「自ら活動していない、活動できなかった」理由を分析し、必要な施

策を実施することで、市民が自ら文化活動をしやすい環境づくりを進めていく必要が

あります。 
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（表４）この 1年間で自ら行った文化芸術活動 

令和元年度調査 （回答者数 = 1,338)

平成26年度調査 （回答者数 = 1,576)

平成20年度調査 （回答者数 = 1,354)

系列1

美術

ポピュラー音楽

バレエ・ダンス

クラシック音楽

茶道・華道

民俗芸能

映画・映像

文芸

日本舞踊

邦楽

オペラ・ミュージカル

落語・演芸

演劇

歌舞伎・能・狂言

写真

手芸・工芸

その他

自ら活動していない、活動でき

なかった

無回答

4.3

3.2

2.3

1.9

1.6

1.0

1.0

1.0

0.6

0.5

0.3

0.2

0.1

0.1

－

－

3.5

3.3

5.0

4.1

2.7

2.7

1.9

2.0

1.3

1.8

0.5

1.0

0.3

0.4

0.6

0.1

－

－

－

8.4

2.5

3.6

3.8

4.0

5.6

1.0

0.9

2.8

2.2

1.6

0.4

0.4

0.4

0.2

4.9

7.3

－

0.0

0 5 10

％

79.7
72.1
72.1

60 80 100
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問５で、『16．自ら活動していない、活動できなかった』と答えた方におたずねします。 

問７ その最も大きな理由１つに○をつけてください。（ｎ＝1,067） 

１．興味がない（29.7）  ２．時間がない（30.1） 

３．近くに活動の場所がない（2.2） ４．自分が参加できる催しがない（10.8） 

５．一緒に活動する仲間がいない（3.1） 

６．いつ、どこでできるのか情報がなく、わからない（7.1） 

７．参加費、受講料、交通費などの費用がかかりすぎる（4.0） 

８．その他（                      ）（7.6） 

＜無回答＞（5.4） 

 

この１年間で文化芸術活動に『参加していない、参加できなかった』理由の最も多

い回答は「時間がない」（30.1％）で、３割となっています。以下、「興味がない」

（29.7％）、「自分が参加できる催しがない」（10.8％）の順となっています。 

前回調査時と比較すると、阻害要因の上位にある「時間がない」、「興味がない」と

回答した人は減少傾向にあり、「自分が参加できる催しがない」と回答した人が増加

傾向を示しています。 

このことから、市民のニーズと実際に開催される催しにミスマッチが生じている現

状が窺えます。今後は市民ニーズを分析し、ニーズに合わせた催しを計画・実施し

ていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（表５）参加していない、参加できなかった理由 
％

興味がない

時間がない

近くに活動の場所がない

自分が参加できる催しがない

一緒に活動する仲間がいない

いつ、どこでできるのか情報が

なく、わからない

参加費、受講料、交通費などの

費用がかかりすぎる

その他

無回答

29.7

30.1

2.2

10.8

3.1

7.1

4.0

7.6

5.4

33.4

33.3

5.0

1.1

5.5

9.9

5.1

－

6.8

26.9

41.2

12.2

5.5

1.4

5.3

7.4

－

－

0 10 20 30 40 50

令和元年度調査 （回答者数 = 1,067）

平成26年度調査 （回答者数 = 1,137）

平成20年度調査 （回答者数 = 1,008）
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問 15 あなたは、文化活動をもっと活発にするために行なう市の取り組みとして、次の

各項目が、どれくらい重要だと思いますか。（それぞれの項目１つに○） 

（ｎ＝1,338） 

  重
要
で
あ
る 

ま
あ
重
要
で
あ
る 

ふ
つ
う 

あ
ま
り
重
要
で
な
い 

重
要
で
な
い 

無
回
答 

a. 
市民の文化活動に関する情報提

供 
（38.9）（32.1）（20.9）（1.5） （1.0） （5.6） 

b. 
講座などの多様な学習・体験機会

の提供 
（30.7）（35.7）（24.2）（2.5） （0.8） （6.1） 

c. 
文化活動の指導者や研究者の養

成 
（27.8）（34.2）（27.2）（3.5） （1.3） （6.0） 

d. 
質の高い芸術や芸能の鑑賞機会

の充実 
（31.0）（32.6）（25.8）（3.7） （0.9） （6.0） 

e. 文化施設の整備、既存施設の活用 （27.8）（37.6）（25.6）（1.9） （0.9） （6.2） 

f. 
練習・発表・創作等の活動への支

援 
（20.7）（35.6）（33.3）（2.9） （1.2） （6.3） 

g. 地元の芸術家の堀り起こし・支援 （17.5）（30.4）（38.8）（5.7） （1.6） （6.1） 

h. 
市内大学との連携による公演・講

座の実施 
（14.4）（28.8）（41.4）（7.2） （1.7） （6.5） 

i. 外国籍市民との相互理解の促進 （11.2）（25.7）（44.5）（9.3） （2.8） （6.6） 

j. 
文化財保護のためのＰＲや人材

の育成 
（23.2）（37.8）（28.7）（3.1） （0.8） （6.4） 

k. 
文化財や歴史的遺産の観光への

活用 
（28.8）（37.2）（24.4）（2.8） （0.9） （5.9） 

l. 
民俗芸能の公開や後継者育成の

促進 
（25.6）（37.6）（27.3）（2.4） （0.8） （6.4） 

m.
子どもが文化に親しむ機会の提

供 
（43.7）（32.6）（16.7）（0.6） （0.9） （6.4） 
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『あなたは、文化活動をもっと活発にするために行なう市の取り組みとして、次の

各項目が、どれくらい重要だと思いますか。』の問いに対しては、m.の「子どもが文

化に親しむ機会の提供」が「重要である」と「まあ重要である」を合わせて 76.3％と最

も多く、次いで a.の「市民の文化活動に関する情報提供」が「重要である」と「まあ重

要である」を合わせて 71％となっています。 

将来を担う子ども達が文化芸術に親しむことを強く市民が望んでいることが窺えま

す。 

また、この他、この設問の回答からも、文化活動に関する情報発信を充実させるこ

との重要性が窺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（表６）重要に思う施策 

重要である まあ重要である ふつう あまり重要でない

重要でない 無回答

a.

b. 講座などの多様な学習・体験機

会の提供

c.

d. 質の高い芸術や芸能の鑑賞機会

の充実

e.

f.

g. 地元の芸術家の堀り起こし・支援

h. 市内大学との連携による公演・

講座の実施

i. 外国籍市民との相互理解の促進

j. 文化財保護のためのＰＲや

人材の育成

k. 文化財や歴史的遺産の観光への

活用

l. 民俗芸能の公開や後継者育成の

促進

m.

回答者数 = 1,338

市民の文化活動に関する情報提供

文化活動の指導者や研究者の養成

文化施設の整備、既存施設の活用

練習・発表・創作等の活動への支援

子どもが文化に親しむ機会の提供

38.9

30.7

27.8

31.0

27.8

20.7

17.5

14.4

11.2

23.2

28.8

25.6

43.7

32.1

35.7

34.2

32.6

37.6

35.6

30.4

28.8

25.7

37.8

37.2

37.6

32.6

20.9

24.2

27.2

25.8

25.6

33.3

38.8

41.4

44.5

28.7

24.4

27.3

16.7

1.5

2.5

3.5

3.7

1.9

2.9

5.7

7.2

9.3

3.1

2.8

2.4

0.6

1.0

0.8

1.3

0.9

0.9

1.2

1.6

1.7

2.8

0.8

0.9

0.8

0.9

5.6

6.1

6.0

6.0

6.2

6.3

6.1

6.5

6.6

6.4

5.9

6.4

5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（3） 第二次文化芸術振興計画の評価 

第二次文化芸術振興計画の進捗状況 

第二次文化芸術振興計画では、計画の進捗状況を表す 8 つの成果指標を設定

しました。 

 指標により、成果にバラつきが見られ、目標値を上回る数値で安定した実績を示

すものもあれば、目標値に届いていないものもありました。 

 実績値が目標値に届かない傾向を示している文化施設の利用者数の減少、文化

芸術鑑賞者の割合の減少及び文化芸術活動者の割合の減少については、その要

因を分析し、新たな施策を講じる形で、引き続き、第三次川越市文化芸術振興計画

で取り組んでいく必要があります。 

 

成 果 指 標 

１ 協働による文化芸術事業(※3)件数 

２ アウトリーチ(※4)実施件数 

３ ウェスタ川越大ホール稼働率 

４ 
文化施設(※5)(やまぶき会館､西文化会館､南文化会館､川越駅東口多目的ホー

ル)の利用者数 

５ 市立美術館常設展・特別展観覧者数 

６ 最近 1年間で文化芸術を鑑賞した人の割合※ 

７ 最近 1年間で自らが文化芸術活動をした人の割合※ 

８ 市・県・国指定等文化財数 

（※の指標は、5年毎に行われる意識調査実施時に把握） 

 

 

  

………………………………‥ 

3 協働による文化芸術事業：本市と文化芸術団体等との協働による文化芸術事業のこと。 

 

4 アウトリーチ：芸術に関心がない人々に対し、興味・関心を持ってもらうために、芸術家や企画者側か

ら出向いて働きかける活動で、ホール以外の場所に出向いて行う音楽活動や、美術館・博物館の館外活動

などがある。 

 

5 文化施設：やまぶき会館(平成 4(1992)年～)、西文化会館(昭和 63(1988)年～)、南文化会館(平成 6(1994)

年～)、川越駅東口多目的ホール(平成 14(2002)年～)。 
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以下、成果指標ごとの状況を示します。 

（令和元年度の結果については新型コロナウイルスの影響を受けている数値とな

っています。） 

 

成果指標 

目標値 

（Ｒ２年度） 
１０ 

１ 協働による文化芸術事業

件数 
単位（件） 

基準値 実績値 実績値 実績値 実績値 

（H26 年度） （H28年度） （H29 年度） （H30 年度） （Ｒ１年度） 

７ ９ ８ １１ １０ 

 

本市の文化芸術振興のためには、文化芸術活動の担い手として活動している

市民や市民団体等と連携・協働を行うことが不可欠です。 

そのため、「川越市民文化祭」、「川越市総合文化祭」、「２音大クラシックコン

サート」、「川越市美術展覧会」など、多数の事業を連携・協働により実施しま

した。 

令和元年度の実績は新型コロナウイルスの影響を受けて減少いたしましたが、

定着してきた事業に新規の協働事業も加わり、平成 28 年度から平成 30 年度ま

での実施事業数は年々増加する傾向を示し、事業は順調に推移しています。 

 

 

成果指標 
目標値 

（Ｒ２年度） 
１０ ２ アウトリーチ実施件数 

単位（件） 

基準値 実績値 実績値 実績値 実績値 

（H26 年度） （H28年度） （H29 年度） （H30 年度） （Ｒ１年度） 

― ７ １３ １８ １９ 

 

意識調査の結果からも明らかになったとおり、子どもに文化に親しむ機会を

提供することは市民が最も望んでいる施策です。 

そのため、「子どもの文化芸術体験～アウトリーチ～」として、小学校にアー

ティストを派遣し、使用楽器や演奏曲の説明を交えた演奏会を実施する事業を

行いました。 

実施件数は年度ごとに増加しており、事業は順調に進捗しています。 
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成果指標 

目標値 

（Ｒ２年度） 
６０．０ 

３ ウェスタ川越大ホール稼

働率 
単位（%） 

基準値 実績値 実績値 実績値 実績値 

（H26 年度） （H28年度） （H29 年度） （H30 年度） （Ｒ１年度） 

― ７１．４ ７５．２ ７３．０ ６９．３ 

 

文化芸術に参加しやすい環境づくりのために、文化芸術活動拠点の充実を図

ることが重要です。 

新たな文化芸術活動拠点として、平成 27(2015)年にオープンしたウェスタ川

越の大ホール稼働率は、高稼働な状況を継続し、毎年目標値を上回る実績を上

げ、順調に推移しています。 

 

 

成果指標 

目標値 

（Ｒ２年度） 
321,000 

４ 文化施設(やまぶき会館､

西文化会館､南文化会館､

川越駅東口多目的ホー

ル)の利用者数 
単位（人） 

基準値 実績値 実績値 実績値 実績値 

（H26 年度） （H28年度） （H29 年度） （H30 年度） （Ｒ１年度） 

311,899 301,354 280,143 282,212 262,100 

 

ウェスタ川越を除く文化会館（川越市やまぶき会館、川越西文化会館、川越

南文化会館、川越駅東口多目的ホール）の利用者数は、平成 28 年度以降いずれ

の年も目標値に及ばない結果となっています。 

利用者数の増加を図るには、施設の老朽化対策はもとより、市民ニーズに応

じた事業の実施や、利用方法の改善等により、市民誰もが利用しやすく文化芸

術に親しみやすい環境をづくりをしていく必要があります。 
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成果指標 

目標値 

（Ｒ２年度） 
69,000 

５ 市立美術館常設展・特別

展観覧者数 
単位（人） 

基準値 実績値 実績値 実績値 実績値 

（H26 年度） （H28年度） （H29 年度） （H30 年度） （Ｒ１年度） 

67,652 69,736 70,903 87,989 58,545 

 

美術館は、市民の美術に関する知識及び教養の向上を図ることにより、芸術

及び文化の発展に寄与することを目的としています。市民が芸術に触れる機会

を提供するため、子どもから高齢者まで、幅広い世代が年間を通じて、美術を

楽しむことができる展覧会を開催しました。 

観覧者数は、コロナ禍の影響で臨時休館があった令和元年度を除き、目標値

を上回っており、事業は順調に推移しています。 

 

 

成果指標 

目標値 

（Ｒ２年度） 
８０．０ 

６ 最近 1年間で文化芸術を

鑑賞した人の割合 
単位（％） 

基準値 実績値 実績値 実績値 実績値 

（H26 年度） （H28年度） （H29 年度） （H30 年度） （Ｒ１年度） 

７３．９ ― ― ― ６７．３ 

 

第二次計画を策定したとき（平成 26 年度）の 73.9％を下回る 67.3％となり

ました。阻害要因の上位は「興味はあるが時間がとれない」、「興味がない」、「ど

こでどんな催し物をやっているのかわからない」の順となっています。（P10 参

照） 

この結果から、今後は短時間でも楽しめるミニコンサート等の市民のニーズ

にあったイベントの実施や、情報発信の充実等、鑑賞者の増加につながる取り

組みを推進する必要があります。 
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成果指標 

目標値 

（Ｒ２年度） 
４０．０ 

７ 最近 1年間で自らが文化

芸術活動をした人の割合 
単位（％） 

基準値 実績値 実績値 実績値 実績値 

（H26 年度） （H28年度） （H29 年度） （H30 年度） （Ｒ１年度） 

１９．５ ― ― ― １７．０ 

 

第二次計画を策定したとき（平成 26 年度）の 19.5％を下回る 17.0％となり

ました。阻害要因の上位は「時間がない」、「興味がない」、「自分が参加できる

催しがない」の順になっています。（P15 参照） 

このうち、「自分が参加できる催しがない」と回答する人が前回調査時と比較

して増えていることから、今後は市民ニーズを分析し、ニーズに合わせた催し

を実施することが必要です。 

 

 

成果指標 

目標値 

（Ｒ２年度） 
２７６ 

８ 市・県・国指定等文化財

数 
単位（件） 

基準値 実績値 実績値 実績値 実績値 

（H26 年度） （H28年度） （H29 年度） （H30 年度） （Ｒ１年度） 

２６４ ２６５ ２６５ ２６６ ２６６ 

 

本市に残る貴重な歴史的遺産を後世に残し、伝えていくために、文化財の指

定、保護意識の啓発に取り組んでいます。平成28年度から令和元年度にかけて、

年間 3 件以上の文化財候補物件の調査を実施してきました。 

その結果、指定件数は微増が見られるものの、ほぼ横ばいの状態で推移して

おり、目標値の指定件数には届いていません。 

今後も、調査体制をより充実させ、重要なものについては市の文化財として

指定していくとともに、文化財の価値を市民に知らせ、理解を深めてもらうた

めの啓発事業を実施していく必要があります。   
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（4） ウェスタ川越による文化芸術の振興 

平成 27(2015)年にオープンしたウェスタ川越が本格的に稼働したことにより、市

民が質の高い芸術を身近で鑑賞できる機会が大いに充実しました。 

また、市民参加型の事業や交流事業も積極的に実施し、鑑賞だけでなく、自らが

演奏会等に参加できる場の充実にも寄与し、ウェスタ川越は本市の文化芸術の発

信拠点となっています。 

ウェスタ川越には、コンサートや講演会など多種多様な演目に対応可能な大ホー

ルに加え、小規模コンサートの開催も可能なリハーサル室（小ホール）があります。

大ホール、小ホールのそれぞれの特徴を生かし、良質な芸術の鑑賞機会の提供や

市民の文化芸術活動の発表の場として更に有効活用を進めていきます。 

また、大小様々な規模の会議室や軽運動やレクリエーションに利用できる活動室

に加え、グランドピアノを備えた音楽室や和室等の貸室が整備されており、市民の

文化芸術の活動拠点や発表の場として利用されています。 

今後も一層、市民の利用が図られるよう、施設の充実に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：事業一例】 

・ 本格的なオーケストラによるクラシックコンサートや有名劇団によるファミリーミ

ュージカルといった事業のみならず、狂言や歌舞伎、民族楽器など、普段あまり触

れることのないジャンルのことを学べる、出演者による解説つきのミニコンサート

等も実施しています。 

・ 施設はスタインウェイや YAMAHA のトップクラスのグランドピアノを有するこ

とから、大ホールにおける「ピアノの弾き比べ」体験事業などを実施、人気企画と

なっています。 

・ 出演者公募による「KOEDO お笑いグランプリ」、公募作品による「小江戸 CM コ

ンテスト（観客部門賞有）」など、出演者、観客が交流できるイベントも実施して

います。   
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（5） 今後の課題 

これまでの国や県の動向、社会情勢の変化、前計画での評価などから、本市の

今後の文化芸術の振興に関わる主な課題は、次の３つに整理されます。 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「文化芸術活動の充実」の目的 

～心豊かな生活を実現するとともに、まちに魅力と活力の創出を図ること～ 

 

【国や県の動向】 

〇「文化芸術基本法」の改正 

〇「障害者による文化芸術活動の推進に

関する法律」の制定 

○文化財保護法の改正 

 

【社会情勢の変化】 

〇少子高齢化、グローバル化 

〇情報通信技術の発達と活用 

〇新型コロナウイルス感染症の影響 

 

 

 

〇少子高齢化の進行 

 

【意識調査からの課題】 

〇文化芸術に関する情報不足 

〇市民が市に望む施策の一位は 

「子どもが文化に親しむ機会 

の提供」 

 

【第二次計画からの課題】 

〇文化施設の利用者数減少 

〇文化芸術鑑賞者の割合減少 

〇文化芸術活動者の割合減少 
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 第三次川越市文化芸術振興計画の理念と目標 
１ 基本理念 

本市は、第四次川越市総合計画の「文化芸術活動の充実」の分野において「心

豊かな生活を実現するとともに、まちに魅力と活力の創出を図ること」を目的としてい

ます。 

この目的を踏まえつつ、本市の現状と課題で整理した内容を反映させ、以下の基

本理念を設定します。 

 

 

 

 

 

基本理念 

 

みんなで取り組む、市民誰もが親しめる、文化芸術の推進 

 

 

 「みんなで取り組む」 

「みんな」とは、文化芸術活動の主たる担い手として様々な活動をしている個人、

民間団体、事業者及び行政を指します。これらが、それぞれ主体的に活動し、連

携・協働・交流することで文化芸術を推進し、まちに魅力と活力を生み出すことを目

指します。 

  

 「市民誰もが親しめる」 

障害の有無や年齢、国籍などにかかわらず、様々な立場の人への配慮を行うこと

で、誰もが気軽に文化芸術に親しめる機会の拡充を目指します。 

また、文化芸術情報の発信を充実させることで、多くの人が文化芸術に触れる機

会が拡充することを目指します。 

さらに、文化活動の拠点となる施設を充実させることにより、誰もが文化芸術に参

加しやすい環境づくりを目指します。  
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２ 基本目標 
基本理念を実現するため、以下の基本目標を設定します。 

 

 基本目標１ 市民等との連携・協働・交流による文化芸術の振興 

   

文化芸術によるまちづくりを進めるためには、行政を始め、活動の主体となる市民、

民間団体、事業者等との連携・協働・交流が不可欠です。連携・協働・交流による事

業を推進し、文化芸術の振興を図ります。 

 

 

基本目標２ 市民誰もが文化芸術に親しめる機会づくり 

 

文化芸術は、心豊かな市民生活や活力のある社会の形成にとって重要な意義を

持っています。市民誰もが文化芸術に親しめる機会づくりを図ります。 

とりわけ、次世代を担う子どもたちが文化芸術に親しめる機会づくりに努めます。 

また、障害の有無や年齢、国籍などにかかわらず、誰もが文化芸術に親しみやす

い機会づくりを目指します。 

 

 

基本目標３ 文化芸術に参加しやすい環境づくり 

  

市民が文化芸術に参加するためには、必要となる情報の提供が欠かせません。

意識調査で､市民が文化芸術の鑑賞や文化芸術活動ができなかった理由の一つと

して、文化芸術に関する情報の不足が挙げられていることから、情報発信の強化に

努めます。 

文化芸術に関して「興味がない」、「関心がない」と回答した市民へも、興味を持

つきっかけとなるような、効果的な情報提供を行うことで、多くの人が参加しやすい

環境づくりを目指します。 

また、市内には、ウェスタ川越をはじめ、川越市やまぶき会館等の文化会館など、

文化芸術活動を行う市民や団体等の発表の拠点となる場が整備されています。市

民にとって身近な存在であるこれらの文化施設の充実に努めます。 
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３ 施策の体系 
 

 

【3 つの基本目標】  【8 つの施策】          【20 の細施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本理念)みんなで取り組む、市民誰もが親しめる、文化芸術の推進 
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  施策の展開 
基 本 目 標 １  

市 民 等 と の 連 携 ・ 協 働 ・ 交 流 に よ る 文 化 芸 術 の 振 興  

 

施策１ 連携・協働・交流による文化芸術の振興 
 

本市には、歴史や地域が受け継いできた伝統的文化に加え、多様な文化芸術分

野で活動を行っている市民や団体が数多く存在し、貴重なまちの文化芸術資源とな

っています。また、多くの教育機関があり、市内の４大学(※6)は地域連携に関心が

高く、様々な形で本市と連携事業を実施しています。 

これらの様々な団体、学校等とそれぞれの特色を生かし、連携・協働・交流を図り、

文化芸術の振興に努めます。 

また、連携・協働・交流を通じて「まち」の持つ魅力を生かした文化芸術の振興に

努めます。 

 

【細施策】 

１  市 民 や 民 間 団 体 等 と の 連 携 ・ 協 働 ・ 交 流 に よ る 文 化 芸 術 の 創 出  

・ 市民、民間団体、事業者等との連携・協働・交流による事業を実施するこ

とで、本市の文化芸術の創出を図ります。 

 

取組の例 

 小江戸川越第九の会演奏会の開催 

 提案型協働事業補助金交付事業 

 

 

２  「 ま ち 」 の 資 源 を 生 か し た 文 化 芸 術 の 創 出  

・ 連携・協働・交流を通じて本市の持つ様々な資源や特性を生かした事業を

行う団体を支援し、文化芸術の創出を図ります。 

 

取組の例 

 川越市文化芸術によるまちづくり補助金交付事業 

 提案型協働事業補助金交付事業（再掲） 

   

………………………………‥ 

6 市内４大学：東洋大学、東京国際大学、東邦音楽大学、尚美学園大学の 4 大学。 
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３  大 学 等 と の 連 携 に よ る 文 化 芸 術 の 振 興  

・ 市内の大学や高校、あるいは文化芸術分野を専門とする学校等との連携・

協働による事業を実施します。 

 

取組の例 

 2 音大クラシック・コンサート（※7）の開催 

 

４  文 化 芸 術 活 動 の 発 表 機 会 の 充 実 と 交 流 の 促 進  

・ 市民の文化芸術活動の成果を発表する機会の充実を図り、そこで生まれる

参加者や地域社会の交流を促進します。 

 

取組の例 

 川越市民文化祭の開催 

 川越市美術展覧会の開催 

   

………………………………‥ 

7 2 音大クラシック・コンサート：市内の音楽大学（尚美学園大学、東邦音楽大学）による演奏会。地域

住民が音楽に親しむ機会を提供するために実施している 
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施策２ 文化芸術活動への支援 

 

市民や地域で活動を行っている団体などの文化芸術活動を支援します。 

また、文化芸術活動を支えていくために、先導的な役割を担う芸術家や指導者を

はじめ、幅広い人材の育成や発掘に努めます。 

 

【細施策】 

１  文 化 芸 術 活 動 の 支 援  

・ 補助金の交付事業の実施や広報活動の支援などを通じて、個人や団体など

の文化芸術活動を支援します。 

 

取組の例 

 川越市文化芸術によるまちづくり補助金交付事業(再掲) 

 

２  文 化 芸 術 事 業 を 支 え る 人 材 の 育 成 ・ 発 掘  

・ 市内の埋もれている優秀な芸術家に活動の機会を与え、育成を図ることを

目的とした公開オーディションを実施し、人材の発掘と育成を図ります。 

・ 本市にゆかりがあり、文化芸術に高い功績を挙げた芸術家や、文化芸術の

振興に寄与した個人や団体に対する顕彰制度を実施し、芸術家や指導者を

支援します。 

・ 人材の育成につながる講座やワークショップ型事業(※8)を実施します。 

 

取組の例 

 人材発掘公開オーディションの実施 

 川越市文化スポーツ顕彰 

 ウェスタ川越提案事業講座 

 

   

………………………………‥ 

8ワークショップ型事業：仕事場、作業場を意味する英語の Workshop から派生した言葉。参加、体験型

講座。  
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施策３ 文化交流の促進 

 

文化芸術には多種多様な分野が存在します。文化芸術関係団体間や地域間で

の交流を深めることが、それぞれの活動がもつ多様性や特有の価値の再確認を促

す契機となり、既存の文化芸術の魅力を更に高めていくことができます。 

文化芸術関係団体間の交流を促進するとともに、異なる地域の文化芸術に触れ

る機会や相互理解を深めるため、姉妹・友好都市や様々な地域との文化交流を促

進します。 

 

【細施策】 

１  文 化 芸 術 関 係 団 体 の 交 流 の 促 進  

・ 様々なジャンルで活動する市内の文化芸術団体が合同でイベントを実施

することで、団体間のネットワークの充実を図り、相互の交流を促進しま

す。 

 

取組の例 

 川越市総合文化祭の開催 

 

 

２  姉 妹 ・ 友 好 都 市 や 様 々 な 地 域 と の 文 化 交 流 の 推 進  

・ 姉妹・友好都市(※9)との交流事業を推進します。 

・ 様々な地域の文化等について学ぶ機会を設けたり、文化交流イベントの支

援等を行うことで新たな交流の創出を図ります。 

 

取組の例 

 姉妹・友好都市との交流（交流団受入、訪問等）事業の実施 

 地域の国際化貢献事業補助金交付事業   

………………………………‥ 

9 姉妹・友好都市：川越市では、地域間交流を推進し、相互理解を深めるために、国内外の都市と姉妹・

友好都市提携を行っており、国内 3都市(福島県棚倉町、福井県小浜市、北海道中札内村)、海外 3都市(ド

イツ・ヘッセン州・オッフェンバッハ市、アメリカ・オレゴン州・セーレム市、フランス・ブルゴーニュ

州・オータン市)と提携。 

 



32 
 

３  東 京 2020 オ リ ン ピ ッ ク・パ ラ リ ン ピ ッ ク 競 技 大 会 を 契 機 と し

た 文 化 芸 術 の 振 興 ・ 交 流  

・ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成のため、文

化プログラムを実施するとともに、これを契機とした文化芸術の振興・交

流を図ります。 

・ ホストタウン交流事業(※10)を継続的に実施します。 

 

取組の例 

 タイの水かけ祭りによる交流 

 

 

   

………………………………‥ 

10 ホストタウン交流事業：「ホストタウン」とは、東京 2020 大会に向けて、地域の活性化や観光振興な

どの観点から、参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共団体を国が登録する制

度。川越市は、平成 31(2019)年 4月にタイ王国のホストタウンとして登録された。 

タイの水かけ祭りを通し、埼玉県在住のタイ人の方々と草の根交流を行っている。 
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施策４ 文化財・伝統芸能等の活用 

 

市内には数多くの歴史的遺産が存在し、また、地域の歴史や生活に根差した伝

統芸能等が現在に受け継がれています。これらは、郷土の歴史や文化の理解に欠

くことができない貴重な財産です。文化財や伝統芸能に関する関心を高め、その文

化的な価値や魅力を伝えていくために、文化財や伝統芸能等の活用を図り、そこで

生まれる、参加者や地域社会の交流により、文化芸術の振興を推進します。 

また、文化財や伝統芸能に関する理解を深めるための事業の充実を図ります。 

 

【細施策】 

１  文 化 財 ・ 伝 統 芸 能 等 の 活 用  

・ 史跡等の文化財を活用したイベントの実施や、観光施設等で地域の伝統行

事などを体験できる展示や機会を設けることで、その魅力を広く伝えます。 

 

取組の例 

 川越まつり会館における川越まつりばやしの実演 

 博物館における民俗芸能の実演 

 博物館における子ども体験教室 

 

２  歴 史 を 学 ぶ 講 座 ・ 講 演 会 等 の 実 施  

・ 文化財や伝統芸能等に対する理解を深めるため、博物館や公民館等で歴史

を学ぶ講座・講演会等を実施します。 

・ 学習ボランティアの活動や高等教育機関と連携し、講座・講演会等を実施

します。 

 

取組の例 

 ウェスタ川越提案事業講座（再掲） 

 川越大学間連携講座 

 博物館歴史講座 

 野外博物館教室 
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基本目標２ 市民誰もが文化芸術に親しめる機会づくり  

 

施策５ 子どもたちが文化芸術に親しみやすい機会づくり 

 

次世代を担う子どもたちの豊かな感性や創造性等を育むため、幼少期の子ども

や児童生徒の鑑賞機会や体験機会の提供に努めます。 

また、川越市文化芸術スポーツ振興基金(※11)を活用し、市内学校への芸術家

派遣事業（アウトリーチ事業）を実施するなど、子どもたちの文化芸術体験事業を推

進します。 

さらに、児童、生徒を対象とする顕彰制度を実施し、子どもたちの文化芸術活動

を支援します。 

 

【細施策】 

１  子 ど も た ち の 文 化 芸 術 体 験 の 推 進  

・ ウェスタ川越や文化会館で、子どもたちを対象としたコンサートや、子ど

もたちが文化芸術に触れ楽しむきっかけづくりとなるような事業を実施

します。 

・ 芸術家を学校に派遣するアウトリーチ事業を実施することで、子どもたち

の文化芸術体験の充実を図ります。 

・ 美術館、博物館、図書館等で、子どもたちを対象とした講座やイベントを

実施します。 

 

取組の例 

 「子どもの文化芸術体験事業（アウトリーチ事業）」の実施 

 美術館の川越市立小学校バス見学の受入れ 

 博物館の子ども体験教室（再掲） 

 

２  子 ど も た ち の 文 化 芸 術 活 動 の 支 援  

・ 子どもの文化芸術活動の啓発及び各地域の文化芸術活動の活性化を図る

ことを目的とした、児童、生徒を対象とする顕彰制度を実施し、子どもた

ちの文化芸術活動を支援します。 

 

取組の例 

 川越市文化芸術かがやき表彰   

………………………………‥ 

11 川越市文化芸術スポーツ振興基金：本市の文化芸術およびスポーツの振興を図るために設立された基

金で、人材発掘支援事業や、子どもの文化芸術体験の事業などに活用している。 
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施策６ 誰もが文化芸術に親しみやすい機会づくり 

 

市民、誰もが文化芸術に親しみやすい環境づくりを目指します。 

文化芸術の鑑賞機会の充実を図るとともに、高齢者や障害者、子育て世代、外国

籍市民など、誰もが文化芸術に親しみやすい機会を提供します。 

 

【細施策】 

１  文 化 芸 術 の 鑑 賞 機 会 の 提 供  

・ ウェスタ川越や文化会館等で市民が気軽に楽しめるようなコンサートや

イベントを実施します。実施にあたっては、市民のニーズを把握し、市民

の鑑賞機会の拡充につながるよう、幅広いジャンルや新たな試みの企画に

取り組みます。 

・ 美術館や博物館等で、美術や郷土文化に関わるイベントや展示を実施しま

す。 

 

取組の例 

 ウェスタ川越提案事業 

 

２  障 害 の 有 無 や 年 齢 、 国 籍 に か か わ ら ず 誰 も が 文 化 芸 術 に 親 し み

や す い 機 会 づ く り  

・ 子ども、青少年、高齢者、障害者や外国籍市民など、誰もが文化芸術に親

しめるよう、字幕、音声、多言語ガイドの作成、託児サービス等のそれぞ

れの状況に応じた配慮を伴うイベントや公演を実施します。 

・ 対象者に合わせ、媒体や手法を工夫し、効果的な情報発信を行います。 

・ 言語による障壁を解消するため、国際交流センターや公民館等で、外国籍

市民のための日本語教室を開催します。 

・ 障害者や高齢者を対象とした事業を実施します。 

 

取組の例 

 ウェスタ川越提案事業講座（再掲） 

 日本語講座の開催 

 総合福祉センターで各種講座の実施   
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３  多 文 化 共 生 と 国 際 理 解 の 推 進  

・ 地域の国際化の拠点施設である国際交流センターを活用し、外国籍市民の

ための日本語教室や相談事業を実施し、多文化共生(※12)を推進します。 

・ 外国の文化を理解する講座を充実させることにより、国際理解を推進しま

す。 

 

取組の例 

 国際理解講座、多文化共生講座等の開講  

………………………………‥ 

12 多文化共生：国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こう

としながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。 
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基本目標３ 文 化 芸 術 に 参 加 し や す い 環 境 づ く り  
 

 

施策７ 文化芸術情報発信の充実 

 

市民に文化芸術について身近に感じ、自ら参加してもらうためには、まずは文化

芸術に関する情報を知ってもらうことが重要です。 

 インターネットや SNS といったデジタルツールを利用した情報発信に加え、紙媒

体によるチラシ配布やポスター掲示、新聞折り込みなど、様々な手法や媒体を駆使

し、文化芸術に関わる情報を分かりやすく発信し、市民が文化芸術に参加しやすい

環境づくりを推進します。 

 同時に、文化芸術に関し興味がない、関心がないとする市民に対しても効果的な

情報発信をすることにより、文化芸術に参加するきっかけに繋げます。 

 

【細施策】 

１  文 化 芸 術 に 関 す る 情 報 の 収 集 と 発 信  

・ 民間の主催により実施される文化芸術に関わる公演やイベントの情報、ま

た、文化芸術活動を行う団体や個人の活動内容等の情報について、その把

握に努め、ホームページコンテンツの充実及び拡充を図り、SNS やメー

ル配信サービス(※13)を活用し、スピーディに、かつ分かりやすく魅力あ

るコンテンツを発信します。 

・ 年齢層やターゲットに合わせ、媒体を使い分けるなどし、効率的な情報発

信に努めます。 

・ 情報発信のチャンネルを増やし、拡散を図るため、埼玉県の関連ホームペ

ージや民間団体が運営する情報提供サイトの活用を図ります。 

・ 新たに文化芸術活動を行おうとする市民のための情報提供や、文化芸術振

興に係る国や県などの補助制度等の情報提供に努めます。 

 

取組の例 

 メール配信サービスの実施 

 Twitter(ﾂｲｯﾀｰ)や Facebook（ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ）による情報発信 

 「文化・芸術イベント情報」等のホームページのコンテンツの充実 

 動画共有サービス（You Tube(ﾕｰﾁｭｰﾌﾞ)等）による情報発信 

   

………………………………‥ 

13 メール配信サービス：本市が行っている登録した市民を対象に、様々な情報を電子メールで配信する

サービス。文化芸術振興課では文化芸術に関するイベント、講座などについて配信を行っている。 
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施策８ 文化芸術活動拠点の充実 

 

ウェスタ川越を、良質な芸術を身近で鑑賞できる、本市文化芸術活動の特色ある

拠点施設として活用していきます。 

川越市やまぶき会館、川越西文化会館、川越南文化会館、川越駅東口多目的ホ

ールの各文化会館は、使い勝手の良い中小のホールとして、鑑賞機会の提供や市

民の身近な発表の場として活用していきます。 

市立美術館は、県内でも数少ない公立美術館であり、展覧会等の開催や創作活

動・発表の場の提供を通じて、市民が美術に触れる機会の充実を図ります。 

また、老朽化が進んでいる施設については、老朽化対策を含めた適切な施設

の運営、維持管理を行ってまいります。 

 

【細施策】 

１  ウ ェ ス タ 川 越 の 充 実  

・ 市民ニーズを反映した魅力的なコンサート、イベント等の実施や、文化芸

術活動への参加者の増加につながるような事業の推進を図ります。 

 

２  文 化 会 館 の 充 実  

・ 施設利用者が減少傾向にあることから、施設予約の見直しや利用者アンケ

ートの活用などにより、利用者の利便性の向上を図り、利用者の増加に努

めます。 

・ 市民が気軽に参加できる事業を実施し、市民の身近な施設としての魅力を

高めます。 

 

３  市 立 美 術 館 の 充 実  

・ 市民の美術に対する理解を深め、興味を喚起するために、常設展、特別展

の充実を図ります。 

・ 創作活動や発表の場の提供を通じて、市民が芸術活動に参加する機会づく

りに努めます。 

・ 教育普及活動を行うとともに、子どもたちが文化芸術活動を体験できる機

会の充実に努めます。 

 

取組の例 

 子ども向けワークショップ事業の実施   
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  計画の推進 
１ 計画の推進体制 

文化芸術を振興していくためには、市民ニーズや社会的背景を踏まえ、多様な分

野において、各種事業を継続的に推進していくことが重要です。 

市では、「川越市文化芸術振興計画検討委員会」において、各施策の実施状況

や目標値等について評価分析を行います。 

また、市民、民間団体、事業者等と連携し、各施策を実施するとともに、幅広い市

民の意見を得ながら、計画を推進します。 

 

２ 計画の進行管理 
本計画の推進を図るため、定期的に各施策の実施状況の把握や評価を実施し、

計画的な進行管理を行います。進行管理にあたっては、PDCA（Plan：計画、Do：

実施、Check：評価、Action：改善）サイクルにより、各施策について評価・改善を行

います。 

また、文化行政を巡る環境の変化や進捗状況に応じて、事業の見直しや新規事

業の実施など、適切な運用を図ります。 

 

■PDCA サイクルのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度評価等の結果を踏まえ、
必要があると認めるときは、
事業等の見直し等を実施す
る。 

 
 

実施：DO 

評価：CHECK 改善：ACTION

計画：PLAN

 

年度評価等の結果を踏まえ、
必要があると認めるときは、
事業等の見直し等を実施す
る。 

各事業、目標値を設定すると
ともに、その達成方策等を定
める。 

計画の内容を踏まえて、事業
を実施する。 

事業の実施状況を検証し、達
成状況の分析、評価を行う。 
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３ 計画の指標 
 本計画を効果的かつ着実に実施するため、４つの成果指標を設定します。 

 

 成 果 指 標 単位 
現在値 

（Ｒ1年度） 

目標値 

（Ｒ７年度） 

１ 協働による文化芸術事業件数 件 10 12 

２ アウトリーチ事業実施件数 件 19 22 

３ 

文化施設(やまぶき会館､西文化会

館､南文化会館､川越駅東口多目的ホ

ール)の利用者数 

人 262,100 330,000 

４ メール配信サービス発信数 件 92 108 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 資料編  
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第三次川越市文化芸術振興計画策定の経緯 

 

令和元年 8 月 
川越市文化芸術及び生涯学習に関する意識調査実

施 

令和 2年 10 月 13 日 第１回川越市文化芸術振興計画検討部会 

令和 2年 10 月 13 日 第１回川越市文化芸術振興計画検討委員会 

令和 2年 11 月 18 日 第２回川越市文化芸術振興計画検討部会 

令和 2年 11 月 18 日 第２回川越市文化芸術振興計画検討委員会 

令和 2年 12 月 4 日 第３回川越市文化芸術振興計画検討部会 

令和 2年 12 月 4 日 第３回川越市文化芸術振興計画検討委員会 

令和 3年 1 月 15 日 第１回川越市文化芸術振興計画審議会 

令和 3年 1 月 21 日 第４回川越市文化芸術振興計画検討部会 

令和 3年 1 月 21 日 第４回川越市文化芸術振興計画検討委員会 

令和 3 年 2 月 2 日 庁議 

令和 3 年 2 月 10 日 第２回川越市文化芸術振興計画審議会 

令和 3 年 2 月 19 日 

～ 3 月 22 日 
市民意見公募 
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川越市文化芸術振興計画審議会条例 

平成二十六年十二月十九日 

条例第七十五号 

（設置） 

第一条 文化芸術振興計画に関する事項について審議するため、川越市文化芸

術振興計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第二条 審議会は、委員二十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから必要の

都度、市長が委嘱する。 

一 学識経験者 

二 市内の公共的団体等の代表者 

三 前二号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者 

（任期） 

第三条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。 

（会長及び副会長） 

第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第五条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

４ 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

（庶務） 

第六条 審議会の庶務は、文化スポーツ部文化芸術振興課において処理する。 

（委任） 

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市

長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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川越市文化芸術振興計画審議会 委員名簿 

 

氏    名 選 出 母 体 等 

１号委員 学識経験者 

荻久保 和 明 東 邦 音 楽 大 学  

○谷 川   俊  学 識 経 験 者 

野 上 竜 一 尚 美 学 園 大 学  

２号委員 市内の公共的団体等の代表者 

青 柳 達 雄 川 越 美 術 協 会  

神 戸 光 邦 川 越 青 年 会 議 所  

小 林 範 子 特定非営利活動法人アートバーブズフォーラム  

白 井 紀 行 特定非営利活動法人カワゴエ・マス・メディア  

◎関 口 俊 一 川 越 市 文 化 団 体 連 合 会  

髙 橋 寿美香 川越市女性団体連絡協議会  

３号委員 市内に住所を有する者 

武 田 知 也 公    募 

増 野 秀 夫 公    募 

山 内 裕 美 公    募 

＊◎会長 ○副会長 各号委員５０音順 
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川越市文化芸術振興計画検討委員会設置要綱 

平成２６年１１月１９日施行 

平成２７年５月１８日改正 

 

（設置） 

第１条 本市の文化芸術振興に係る施策の基本的な方向性等を示す文化芸術振

興計画を策定するため、文化芸術振興計画検討委員会（以下「検討委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

（１）文化芸術振興計画の策定に関すること。 

（２）文化芸術振興計画の推進に関すること。 

（３）その他文化芸術振興計画に関すること。 

（組織） 

第３条 検討委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、文化スポーツ部長の職にあるものをもって充て、副委員長は教

育総務部長の職にあるものをもって充てる。 

３ 委員は、別表１に掲げるものをもって充てる。 

（会議） 

第４条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理

する。 

３ 委員長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明を受け、

又は意見を聴くことができる。 

（検討部会の設置） 

第５条 計画の内容について検討するため、別表２に掲げる課等の職員による

検討部会を置く。 

２ 検討部会は、文化芸術振興課長が招集し、会議の議長となる。 

３ 検討部会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を

聴くことができる。 

４ 検討部会において検討した結果は、委員会に報告するものとする。 

（庶務） 

第６条 委員会及び検討部会の庶務は、文化芸術振興課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか委員会に必要な事項は委員長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、決裁のあった日から施行する。 

（平成２６年１１月１９日 市長決裁） 
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（平成２７年５月１８日 一部改正） 

（平成２９年４月１７日 一部改正） 

 

別表１（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

別表２（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

  

政策企画課長、地域づくり推進課長、文化芸術振興課長、国際文化交流課長、美

術館長、産業振興課長、観光課長、都市景観課長、地域教育支援課長、文化財保

護課長、中央公民館長、中央図書館長、教育指導課長 

政策企画課、地域づくり推進課、文化芸術振興課、国際文化交流課、美術館、産

業振興課、観光課、都市景観課、地域教育支援課、文化財保護課、中央公民館、

中央図書館、教育指導課 
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文化芸術基本法 

平成十三年十二月七日法律第百四十八号 

改正 平成二十九年六月二十三日法律第七十三号 

 

前文 

文化芸術を創造し、享受し、文化的な環

境の中で生きる喜びを見出すことは、人々

の変わらない願いである。また、文化芸術

は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力

を高めるとともに、人々の心のつながりや

相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多

様性を受け入れることができる心豊かな

社会を形成するものであり、世界の平和に

寄与するものである。更に、文化芸術は、

それ自体が固有の意義と価値を有すると

ともに、それぞれの国やそれぞれの時代に

おける国民共通のよりどころとして重要

な意味を持ち、国際化が進展する中にあっ

て、自己認識の基点となり、文化的な伝統

を尊重する心を育てるものである。 

我々は、このような文化芸術の役割が今

後においても変わることなく、心豊かな活

力ある社会の形成にとって極めて重要な

意義を持ち続けると確信する。 

しかるに、現状をみるに、経済的な豊か

さの中にありながら、文化芸術がその役割

を果たすことができるような基盤の整備

及び環境の形成は十分な状態にあるとは

いえない。二十一世紀を迎えた今、文化芸

術により生み出される様々な価値を生か

して、これまで培われてきた伝統的な文化

芸術を継承し、発展させるとともに、独創

性のある新たな文化芸術の創造を促進す

ることは、我々に課された緊要な課題とな

っている。 

このような事態に対処して、我が国の文

化芸術の振興を図るためには、文化芸術の

礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、

文化芸術活動を行う者の自主性を尊重す

ることを旨としつつ、文化芸術を国民の身

近なものとし、それを尊重し大切にするよ

う包括的に施策を推進していくことが不

可欠である。 

ここに、文化芸術に関する施策について

の基本理念を明らかにしてその方向を示

し、文化芸術に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、文化芸術が人間に

多くの恵沢をもたらすものであることに

鑑み、文化芸術に関する施策に関し、基本

理念を定め、並びに国及び地方公共団体の

責務等を明らかにするとともに、文化芸術

に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、文化芸術に関する活動（以下

「文化芸術活動」という。）を行う者（文

化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。）

の自主的な活動の促進を旨として、文化芸

術に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図り、もって心豊かな国民生活及び活

力ある社会の実現に寄与することを目的

とする。 

（基本理念） 

第二条 文化芸術に関する施策の推進

に当たっては、文化芸術活動を行う者の自
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主性が十分に尊重されなければならない。 

２ 文化芸術に関する施策の推進に当

たっては、文化芸術活動を行う者の創造性

が十分に尊重されるとともに、その地位の

向上が図られ、その能力が十分に発揮され

るよう考慮されなければならない。 

３ 文化芸術に関する施策の推進に当

たっては、文化芸術を創造し、享受するこ

とが人々の生まれながらの権利であるこ

とに鑑み、国民がその年齢、障害の有無、

経済的な状況又は居住する地域にかかわ

らず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参

加し、又はこれを創造することができるよ

うな環境の整備が図られなければならな

い。 

４ 文化芸術に関する施策の推進に当

たっては、我が国及び世界において文化芸

術活動が活発に行われるような環境を醸

成することを旨として文化芸術の発展が

図られるよう考慮されなければならない。 

５ 文化芸術に関する施策の推進に当

たっては、多様な文化芸術の保護及び発展

が図られなければならない。 

６ 文化芸術に関する施策の推進に当

たっては、地域の人々により主体的に文化

芸術活動が行われるよう配慮するととも

に、各地域の歴史、風土等を反映した特色

ある文化芸術の発展が図られなければな

らない。 

７ 文化芸術に関する施策の推進に当

たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ

発信されるよう、文化芸術に係る国際的な

交流及び貢献の推進が図られなければな

らない。 

８ 文化芸術に関する施策の推進に当

たっては、乳幼児、児童、生徒等に対する

文化芸術に関する教育の重要性に鑑み、学

校等、文化芸術活動を行う団体（以下「文

化芸術団体」という。）、家庭及び地域にお

ける活動の相互の連携が図られるよう配

慮されなければならない。 

９ 文化芸術に関する施策の推進に当

たっては、文化芸術活動を行う者その他広

く国民の意見が反映されるよう十分配慮

されなければならない。 

１０ 文化芸術に関する施策の推進に

当たっては、文化芸術により生み出される

様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創

造に活用することが重要であることに鑑

み、文化芸術の固有の意義と価値を尊重し

つつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、

教育、産業その他の各関連分野における施

策との有機的な連携が図られるよう配慮

されなければならない。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、文化芸術

に関する施策を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にの

っとり、文化芸術に関し、国との連携を図

りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の

特性に応じた施策を策定し、及び実施する

責務を有する。 

（国民の関心及び理解） 

第五条 国は、現在及び将来の世代にわ

たって人々が文化芸術を創造し、享受する

ことができるとともに、文化芸術が将来に

わたって発展するよう、国民の文化芸術に

対する関心及び理解を深めるように努め

なければならない。 
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（文化芸術団体の役割） 

第五条の二 文化芸術団体は、その実情

を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化

芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術

の継承、発展及び創造に積極的な役割を果

たすよう努めなければならない。 

（関係者相互の連携及び協働） 

第五条の三 国、独立行政法人、地方公

共団体、文化芸術団体、民間事業者その他

の関係者は、基本理念の実現を図るため、

相互に連携を図りながら協働するよう努

めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第六条 政府は、文化芸術に関する施策

を実施するため必要な法制上、財政上又は

税制上の措置その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

 

第二章 文化芸術推進基本計画等 

 

（文化芸術推進基本計画） 

第七条 政府は、文化芸術に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るため、文

化芸術に関する施策に関する基本的な計

画（以下「文化芸術推進基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 文化芸術推進基本計画は、文化芸術

に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するための基本的な事項その他必要な事

項について定めるものとする。 

３ 文部科学大臣は、文化審議会の意見

を聴いて、文化芸術推進基本計画の案を作

成するものとする。 

４ 文部科学大臣は、文化芸術推進基本

計画の案を作成しようとするときは、あら

かじめ、関係行政機関の施策に係る事項に

ついて、第三十六条に規定する文化芸術推

進会議において連絡調整を図るものとす

る。 

５ 文部科学大臣は、文化芸術推進基本

計画が定められたときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、文化芸術推進基本

計画の変更について準用する。 

（地方文化芸術推進基本計画） 

第七条の二 都道府県及び市（特別区を

含む。第三十七条において同じ。）町村の

教育委員会（地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和三十一年法律第百六十

二号）第二十三条第一項の条例の定めると

ころによりその長が同項第三号に掲げる

事務を管理し、及び執行することとされた

地方公共団体（次項において「特定地方公

共団体」という。）にあっては、その長）

は、文化芸術推進基本計画を参酌して、そ

の地方の実情に即した文化芸術の推進に

関する計画（次項及び第三十七条において

「地方文化芸術推進基本計画」という。）

を定めるよう努めるものとする。 

２ 特定地方公共団体の長が地方文化

芸術推進基本計画を定め、又はこれを変更

しようとするときは、あらかじめ、当該特

定地方公共団体の教育委員会の意見を聴

かなければならない。 

 

第三章 文化芸術に関する基本的施策 

 

（芸術の振興） 

第八条 国は、文学、音楽、美術、写真、

演劇、舞踊その他の芸術（次条に規定する

メディア芸術を除く。）の振興を図るため、

これらの芸術の公演、展示等への支援、こ
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れらの芸術の制作等に係る物品の保存へ

の支援、これらの芸術に係る知識及び技能

の継承への支援、芸術祭等の開催その他の

必要な施策を講ずるものとする。 

（メディア芸術の振興） 

第九条 国は、映画、漫画、アニメーシ

ョン及びコンピュータその他の電子機器

等を利用した芸術（以下「メディア芸術」

という。）の振興を図るため、メディア芸

術の制作、上映、展示等への支援、メディ

ア芸術の制作等に係る物品の保存への支

援、メディア芸術に係る知識及び技能の継

承への支援、芸術祭等の開催その他の必要

な施策を講ずるものとする。 

（伝統芸能の継承及び発展） 

第十条 国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞

伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸

能（以下「伝統芸能」という。）の継承及

び発展を図るため、伝統芸能の公演、これ

に用いられた物品の保存等への支援その

他の必要な施策を講ずるものとする。 

（芸能の振興） 

第十一条 国は、講談、落語、浪曲、漫

談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸能を

除く。）の振興を図るため、これらの芸能

の公演、これに用いられた物品の保存等へ

の支援、これらの芸能に係る知識及び技能

の継承への支援その他の必要な施策を講

ずるものとする。 

（生活文化の振興並びに国民娯楽及び

出版物等の普及） 

第十二条 国は、生活文化（茶道、華道、

書道、食文化その他の生活に係る文化をい

う。）の振興を図るとともに、国民娯楽（囲

碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。）並

びに出版物及びレコード等の普及を図る

ため、これらに関する活動への支援その他

の必要な施策を講ずるものとする。 

（文化財等の保存及び活用） 

第十三条 国は、有形及び無形の文化財

並びにその保存技術（以下「文化財等」と

いう。）の保存及び活用を図るため、文化

財等に関し、修復、防災対策、公開等への

支援その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

（地域における文化芸術の振興等） 

第十四条 国は、各地域における文化芸

術の振興及びこれを通じた地域の振興を

図るため、各地域における文化芸術の公演、

展示、芸術祭等への支援、地域固有の伝統

芸能及び民俗芸能（地域の人々によって行

われる民俗的な芸能をいう。）に関する活

動への支援その他の必要な施策を講ずる

ものとする。 

（国際交流等の推進） 

第十五条 国は、文化芸術に係る国際的

な交流及び貢献の推進を図ることにより、

我が国及び世界の文化芸術活動の発展を

図るため、文化芸術活動を行う者の国際的

な交流及び芸術祭その他の文化芸術に係

る国際的な催しの開催又はこれへの参加、

海外における我が国の文化芸術の現地の

言語による展示、公開その他の普及への支

援、海外の文化遺産の修復に関する協力、

海外における著作権に関する制度の整備

に関する協力、文化芸術に関する国際機関

等の業務に従事する人材の養成及び派遣

その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、前項の施策を講ずるに当たっ

ては、我が国の文化芸術を総合的に世界に

発信するよう努めなければならない。 

（芸術家等の養成及び確保） 
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第十六条 国は、文化芸術に関する創造

的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化

財等の保存及び活用に関する専門的知識

及び技能を有する者、文化芸術活動に関す

る企画又は制作を行う者、文化芸術活動に

関する技術者、文化施設の管理及び運営を

行う者その他の文化芸術を担う者（以下

「芸術家等」という。）の養成及び確保を

図るため、国内外における研修、教育訓練

等の人材育成への支援、研修成果の発表の

機会の確保、文化芸術に関する作品の流通

の促進、芸術家等の文化芸術に関する創造

的活動等の環境の整備その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

（文化芸術に係る教育研究機関等の整

備等） 

第十七条 国は、芸術家等の養成及び文

化芸術に関する調査研究の充実を図るた

め、文化芸術に係る大学その他の教育研究

機関等の整備その他の必要な施策を講ず

るものとする。 

（国語についての理解） 

第十八条 国は、国語が文化芸術の基盤

をなすことにかんがみ、国語について正し

い理解を深めるため、国語教育の充実、国

語に関する調査研究及び知識の普及その

他の必要な施策を講ずるものとする。 

（日本語教育の充実） 

第十九条 国は、外国人の我が国の文化

芸術に関する理解に資するよう、外国人に

対する日本語教育の充実を図るため、日本

語教育に従事する者の養成及び研修体制

の整備、日本語教育に関する教材の開発、

日本語教育を行う機関における教育の水

準の向上その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

（著作権等の保護及び利用） 

第二十条 国は、文化芸術の振興の基盤

をなす著作者の権利及びこれに隣接する

権利（以下この条において「著作権等」と

いう。）について、著作権等に関する内外

の動向を踏まえつつ、著作権等の保護及び

公正な利用を図るため、著作権等に関する

制度及び著作物の適正な流通を確保する

ための環境の整備、著作権等の侵害に係る

対策の推進、著作権等に関する調査研究及

び普及啓発その他の必要な施策を講ずる

ものとする。 

（国民の鑑賞等の機会の充実） 

第二十一条 国は、広く国民が自主的に

文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこ

れを創造する機会の充実を図るため、各地

域における文化芸術の公演、展示等への支

援、これらに関する情報の提供その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

（高齢者、障害者等の文化芸術活動の充

実） 

第二十二条 国は、高齢者、障害者等が

行う文化芸術活動の充実を図るため、これ

らの者の行う創造的活動、公演等への支援、

これらの者の文化芸術活動が活発に行わ

れるような環境の整備その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

（青少年の文化芸術活動の充実） 

第二十三条 国は、青少年が行う文化芸

術活動の充実を図るため、青少年を対象と

した文化芸術の公演、展示等への支援、青

少年による文化芸術活動への支援その他

の必要な施策を講ずるものとする。 

（学校教育における文化芸術活動の充

実） 

第二十四条 国は、学校教育における文
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化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に

関する体験学習等文化芸術に関する教育

の充実、芸術家等及び文化芸術団体による

学校における文化芸術活動に対する協力

への支援その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

（劇場、音楽堂等の充実） 

第二十五条 国は、劇場、音楽堂等の充

実を図るため、これらの施設に関し、自ら

の設置等に係る施設の整備、公演等への支

援、芸術家等の配置等への支援、情報の提

供その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（美術館、博物館、図書館等の充実） 

第二十六条 国は、美術館、博物館、図

書館等の充実を図るため、これらの施設に

関し、自らの設置等に係る施設の整備、展

示等への支援、芸術家等の配置等への支援、

文化芸術に関する作品等の記録及び保存

への支援その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

（地域における文化芸術活動の場の充

実） 

第二十七条 国は、国民に身近な文化芸

術活動の場の充実を図るため、各地域にお

ける文化施設、学校施設、社会教育施設等

を容易に利用できるようにするための措

置その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（公共の建物等の建築に当たっての配

慮等） 

第二十八条 国は、公共の建物等の建築

に当たっては、その外観等について、周囲

の自然的環境、地域の歴史及び文化等との

調和を保つよう努めるものとする。 

２ 国は、公共の建物等において、文化

芸術に関する作品の展示その他の文化芸

術の振興に資する取組を行うよう努める

ものとする。 

（情報通信技術の活用の推進） 

第二十九条 国は、文化芸術活動におけ

る情報通信技術の活用の推進を図るため、

文化芸術活動に関する情報通信ネットワ

ークの構築、美術館等における情報通信技

術を活用した展示への支援、情報通信技術

を活用した文化芸術に関する作品等の記

録及び公開への支援その他の必要な施策

を講ずるものとする。 

（調査研究等） 

第二十九条の二 国は、文化芸術に関す

る施策の推進を図るため、文化芸術の振興

に必要な調査研究並びに国の内外の情報

の収集、整理及び提供その他の必要な施策

を講ずるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体等への

情報提供等） 

第三十条 国は、地方公共団体及び民間

の団体等が行う文化芸術の振興のための

取組を促進するため、情報の提供その他の

必要な施策を講ずるものとする。 

（民間の支援活動の活性化等） 

第三十一条 国は、個人又は民間の団体

が文化芸術活動に対して行う支援活動の

活性化を図るとともに、文化芸術活動を行

う者の活動を支援するため、文化芸術団体

が個人又は民間の団体からの寄附を受け

ることを容易にする等のための税制上の

措置、文化芸術団体が行う文化芸術活動へ

の支援その他の必要な施策を講ずるよう

努めなければならない。 

（関係機関等の連携等） 

第三十二条 国は、第八条から前条まで
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の施策を講ずるに当たっては、芸術家等、

文化芸術団体、学校等、文化施設、社会教

育施設、民間事業者その他の関係機関等の

間の連携が図られるよう配慮しなければ

ならない。 

２ 国は、芸術家等及び文化芸術団体が、

学校等、文化施設、社会教育施設、福祉施

設、医療機関、民間事業者等と協力して、

地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参

加し、又はこれを創造する機会を提供でき

るようにするよう努めなければならない。 

（顕彰） 

第三十三条 国は、文化芸術活動で顕著

な成果を収めた者及び文化芸術の振興に

寄与した者の顕彰に努めるものとする。 

（政策形成への民意の反映等） 

第三十四条 国は、文化芸術に関する政

策形成に民意を反映し、その過程の公正性

及び透明性を確保するため、芸術家等、学

識経験者その他広く国民の意見を求め、こ

れを十分考慮した上で政策形成を行う仕

組みの活用等を図るものとする。 

（地方公共団体の施策） 

第三十五条 地方公共団体は、第八条か

ら前条までの国の施策を勘案し、その地域

の特性に応じた文化芸術に関する施策の

推進を図るよう努めるものとする。 

 

第四章 文化芸術の推進に係る体制の

整備 

 

（文化芸術推進会議） 

第三十六条 政府は、文化芸術に関する

施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を

図るため、文化芸術推進会議を設け、文部

科学省及び内閣府、総務省、外務省、厚生

労働省、農林水産省、経済産業省、国土交

通省その他の関係行政機関相互の連絡調

整を行うものとする。 

（都道府県及び市町村の文化芸術推進

会議等） 

第三十七条 都道府県及び市町村に、地

方文化芸術推進基本計画その他の文化芸

術の推進に関する重要事項を調査審議さ

せるため、条例で定めるところにより、審

議会その他の合議制の機関を置くことが

できる。 

 

附則抄 

 

施行期日 

1 この法律は，公布の日から施行する。 

 

附則（平成二十九年六月二十三日法律第七

十三号）抄 

 

施行期日 

第一条 この法律は，公布の日から施行す

る。 

 

文化芸術に関する施策を総合的に推進す

るための文化庁の機能の拡充等の検討 

第二条 政府は，文化芸術に関する施策を

総合的に推進するため，文化庁の機能の拡

充等について，その行政組織の在り方を含

め検討を加え，その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。 

 

附則（平成三〇年六月八日法律第四二号）

抄 

 

施行期日 
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第一条 この法律は、平成三十一年四月一

日から施行する。 

 

附則 （令和元年六⽉七⽇法律第⼆六号） 

抄 

 

施行期日 

第㇐条 この法律は、公布の⽇から施⾏す

る。 
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